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注 
 

一
、
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」 

(

1) 

襄
公
二
十
七
年
「
天
生
五
材
、
民
並
用
之
、
廢
一
不
可
。
誰
能
去
兵
」 

た
だ
し
、

こ
こ
で
の
「
五
材
」
が
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
を
示
す
と
い
う
の
は
、
後
世
の
注

釈
に
よ
る
説
で
あ
り
、『
左
伝
』
中
に
明
文
は
見
出
せ
な
い
。 

(

2) 

洪
範
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
。
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、

劉
節
「
洪
範
疏
証
」
（
『
古
史
辨
』
第
五
冊
下
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
、

張
西
堂
『
尚
書
引
論
』
（
陝
西
人
民
出
版
、
一
九
五
八
年
）
一
八
七
‐
一
九
〇
頁
、
松

本
雅
明
「
尚
書
洪
範
篇
の
成
立
」
（
『
世
界
史
研
究
』
第
二
十
六
号
、
一
九
六
〇
年
）
、

野
村
茂
夫
「
洪
範
再
論
」（
『
中
国
哲
学
』
第
二
十
五
号
、
一
九
九
六
年
）
が
挙
げ
ら
れ

る
。
上
限
に
つ
い
て
は
明
確
な
根
拠
を
見
出
せ
な
い
が
、
下
限
に
つ
い
て
は
、『
左
伝
』

に
引
文
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
『
左
伝
』
よ
り
は
早
く
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
野
村
氏
は
、
原
初
の
洪
範
と
伝
世
の
洪
範
と
を
区
別
し
、
戦
国
末
期
の
秦
で
活
動

し
て
い
た
道
家
・
法
家
折
衷
の
一
派
に
よ
っ
て
、
原
初
の
洪
範
（
現
行
の
洪
範
よ
り
も

内
容
が
少
な
く
、
皇
極
の
一
部
分
を
中
心
と
し
た
文
献
）
が
作
成
さ
れ
た
と
推
論
し
て

い
る
。
非
常
に
興
味
深
い
分
析
だ
が
、
『
左
伝
』
に
三
徳
や
稽
疑
に
つ
い
て
の
字
句
が

引
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
論
は
疑
わ
し
い
。 

(

3) 

『
尚
書
』
甘
誓
に
は
「
王
曰
、
嗟
六
事
之
人
、
予
誓
告
汝
。
有
扈
氏
、
威
侮
五
行
、

怠
棄
三
正
」
と
い
う
文
が
あ
り
、
こ
の
「
五
行
」
に
つ
い
て
鄭
玄
は
「
五
行
、
四
時
盛

徳
所
行
之
政
也
」
と
言
い
（
『
史
記
』
巻
二 

夏
本
紀 

裴
駰
集
解
所
引
）、
孔
穎
達
疏
は

「
五
行
、
水
・
火
・
金
・
木
・
土
也
。
分
行
四
時
、
各
有
其
徳
」
と
す
る
（
『
尚
書
正

義
』
夏
書 

甘
誓
）。
し
か
し
、
果
た
し
て
こ
れ
が
も
と
も
と
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」

の
五
行
や
、
そ
の
五
行
と
結
び
つ
い
た
時
令
を
指
す
字
句
で
あ
る
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。

梁
啓
超
氏
は
、
五
種
の
行
う
べ
き
道
、
と
解
釈
す
る
（
「
陰
陽
五
行
之
来
歴
」
、
『
古
史

辨
』
第
五
冊
下
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）。 

(

4) 

『
庸
間
斎
筆
記
』
巻
七 

李
善
蘭
星
命
論
「
五
行
肇
見
于
洪
範
、
不
過
言
其
功
用
而

已
、
言
其
性
味
而
已
、
初
不
言
其
生
尅
也
」 

(

5) 

『
五
行
大
義
』
巻
一 

五
行
及
生
成
数
に
詳
し
い
。
ま
た
、『
周
易
』
繋
辞
上
の
「
天

一
、
地
二
、
天
三
、
地
四
、
天
五
…
…
」
と
関
連
付
け
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

(

6) 

『
礼
記
』
月
令
「
孟
春
之
月
…
…
其
數
八
」
「
孟
夏
之
月
…
…
其
數
七
」
「
中
央
土

…
…
其
數
五
」「
孟
秋
之
月
…
…
其
數
九
」「
孟
冬
之
月
…
…
其
數
六
」 

(

7) 

『
史
記
』
巻
六 

秦
始
皇
本
紀
「
始
皇
推
終
始
五
德
之
傳
、
以
爲
周
得
火
德
、
秦
代

周
德
從
所
不
勝
、
方
今
水
德
之
始
…
…(

中
略)

…
…
數
以
六
爲
紀
、
符
法
冠
皆
六
寸
、

而
輿
六
尺
、
六
尺
爲
歩
、
乘
六
馬
」 

(

8) 

た
だ
、
林
克
氏
は
四
方
風
占
い
を
記
し
た
甲
骨
資
料
に
「
北
・
南
・
東
・
西
」
の

順
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
洪
範
の
「
水
・
火
・
木
・
金
・
土
」
の
序
列
の
起
源
と

重
要
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
林
氏
に
よ
れ
ば
、
「
洪
範
の
五
行
は
潜
在
的

に
明
堂
や
風
占
い
と
関
係
を
も
つ
」
と
い
う
（
「
陰
陽
五
行
小
識
」
、
『
人
文
科
学
』
第

三
号
、
一
九
九
八
年
）。 

(

9) 

「
書
伝
曰
、
水
火
者
、
百
姓
之
求
飲
食
也
。
金
木
者
、
百
姓
之
所
興
作
也
。
土
者
、

萬
物
之
所
資
生
也
。
是
為
人
用
」（『
尚
書
正
義
』
周
書 

洪
範 

疏
） 

(

10) 

「
土
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
「
木
・
火
・
金
・
水
」
四
者
と
と
も
に
物
を
作
り
上

げ
た
り
効
用
を
発
揮
さ
せ
た
り
す
る
も
の
と
見
な
す
考
え
方
も
、
早
期
か
ら
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
『
国
語
』
鄭
語
に
は
「
先
王
以
土
與
金
木
水
火
雜
、
以
成
百
物
」
と
あ
る
。

こ
れ
と
洪
範
の
「
稼
穡
」
と
は
「
土
」
の
働
き
に
つ
い
て
の
解
釈
が
異
な
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
「
土
」
と
「
木
・
火
・
金
・
水
」
四
者
と
を
区
別
す
る
傾
向
が
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

(

11) 

『
左
伝
』
の
成
書
年
代
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
り
、
過
去
に
は
劉
歆
に
よ

る
偽
造
を
疑
う
説
ま
で
唱
え
ら
れ
た
。
鎌
田
正
「
左
伝
成
立
年
代
の
推
定
」（『
左
伝
の

成
立
と
其
の
展
開
』、
大
修
館
書
院
、
一
九
六
三
年
）
は
、『
左
伝
』
に
見
ら
れ
る
予
言

的
中
の
下
限
に
基
づ
い
て
、
紀
元
前
三
百
二
十
年
頃
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
城

新
蔵
「
歳
星
の
記
事
に
よ
り
て
左
伝
国
語
の
製
作
年
代
と
干
支
紀
年
法
の
発
達
と
を
論

ず
」
（
『
東
洋
天
文
学
史
研
究
』
、
弘
文
堂
、
一
九
二
八
年
）
は
、
天
文
記
事
に
基
づ
い

て
、
紀
元
前
三
六
五
年
以
降
と
い
う
推
定
を
行
っ
て
い
る
。
前
四
世
紀
の
半
ば
か
ら
後

半
に
か
け
て
の
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
る
の
が
、
穏
当
で
あ
ろ
う
。 

(

12) 

『
偽
古
文
尚
書
』
虞
書 

大
禹
謨
が
こ
の
字
句
を
収
録
し
て
い
る
。 

(
13) 

な
お
、
『
左
伝
』
で
は
昭
公
二
十
五
年
に
も
「
五
行
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
。

「
夫
禮
、
天
之
經
也
、
地
之
義
也
、
民
之
行
也
。
天
地
之
經
、
而
民
實
則
之
。
則
天
之

明
、
因
地
之
性
、
生
其
六
氣
、
用
其
五
行
。
氣
爲
五
味
、
發
爲
五
色
、
章
爲
五
聲
」 

し

か
し
、
こ
の
「
五
行
」
が
木
・
火
・
土
・
金
・
水
の
五
者
で
あ
る
か
は
確
定
で
き
な
い
。

直
前
に
「
民
之
行
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
に
「
五
種
の
正
し
い
行
い
」
と
い

う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。 

(

14) 

池
田
末
利
「
五
行
説
序
説
―
―
五
材
か
ら
五
行
へ
―
―
」
（『
中
国
古
代
宗
教
史
研
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究
―
―
制
度
と
思
想
』、
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）。 

(
15) 
「
四
叔
」
に
つ
い
て
、
孔
穎
達
疏
は
「
四
叔
是
少
皥
之
子
孫
、
非
一
時
也
、
未
知

於
少
皥
遠
近
也
」
と
述
べ
る
（『
春
秋
左
伝
正
義
』
昭
公
二
十
九
年 

疏
）。 

(

16) 
『
国
語
』
魯
語
上
に
も
、
同
内
容
の
語
が
見
え
る
。「
昔
烈
山
氏
之
有
天
下
也
、
其

子
曰
柱
、
能
殖
百
穀
百
蔬
。
夏
之
興
也
、
周
棄
繼
之
。
故
祀
以
為
稷
。
共
工
氏
之
伯
九

有
也
、
其
子
曰
后
土
、
能
平
九
土
、
故
祀
以
為
社
」 

(

17) 

「
火
」
と
は
、
心
星
の
こ
と
（
杜
預
注
）。 

(

18) 

大
辰
と
は
、
房
宿
・
心
宿
・
尾
宿
の
こ
と
（『
爾
雅
』
釈
天
）。 

(

19) 

劉
歆
は
、
宋
の
先
祖
が
大
辰
の
星
の
祭
祀
を
司
っ
た
た
め
と
い
う
（
『
漢
書
』
巻
二

十
七
下
之
下 

五
行
志
下
之
下
引
劉
歆
説
）。
杜
預
は
、
大
辰
（
大
火
）
が
宋
の
分
野
に

当
た
る
と
注
す
る
。 

(

20) 

大
水
は
、
室
宿
（『
漢
書
』
巻
二
十
七
下
之
下 

五
行
志
下
之
下
引
劉
歆
説
）。 

(

21) 

「
辰
尾
」
と
は
、
龍
（
東
方
七
宿
）
の
尾
宿
の
こ
と
（
杜
預
注
）
。
孔
穎
達
疏
は
、

『
爾
雅
』
釈
天
の
「
大
辰
、
房
・
心
・
尾
也
」
を
引
き
、
「
辰
尾
」
を
「
大
辰
の
尾
」

と
し
て
説
明
す
る
（『
春
秋
左
伝
正
義
』
昭
公
三
十
一
年 

疏
）。 

(

22) 

趙
氏
の
姓
は
嬴
（
盈
）。
ま
た
、
盈
（
み
）
ち
る
と
い
う
こ
と
は
、
水
に
関
係
す
る
。 

(

23) 

「
子
」
は
宋
の
姓
。
ま
た
、
十
二
支
の
子
は
、
五
行
で
は
水
に
当
た
る
。 

(

24) 

『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
七
年
「
炎
帝
氏
以
火
紀
、
故
為
火
師
、
而
火
名
」 

(

25) 

『
墨
子
』
諸
篇
は
非
常
に
雑
多
で
、
異
な
る
内
容
や
体
裁
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
一
時
期
に
一
人
の
手
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
文
献
と
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
り
、

や
や
長
い
時
間
を
か
け
て
複
数
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
渡
辺
卓
「
墨
子
思
想
」
（
宇
野
精
一
他
編
『
墨
家
・
法
家
・
論
理
思
想
（
講
座
東

洋
思
想
第
四
巻
）』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
）
を
参
照
。 

経
上
下
・
経
説
上
下
に
つ
い
て
は
、
『
荘
子
』
天
下
に
お
い
て
、
南
方
の
墨
者
三
派

が
い
ず
れ
も
「
墨
經
」
を
そ
ら
ん
じ
た
と
い
う
記
述
が
見
え
る
も
の
の
、
こ
の
「
墨
經
」

が
現
行
『
墨
子
』
の
経
上
下
・
経
説
上
下
四
篇
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
渡
辺
卓
氏
は
、
「
こ
こ
に
『
墨
經
』
と
い
う
の
は
単
に
現
在
そ
の
語
が
意
味
す
る

経
の
上
・
下
二
篇
で
は
な
く
、
開
祖
の
言
と
い
う
も
の
を
集
め
た
文
献
を
広
く
さ
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
（
前
掲
書
、
八
七
頁
）。 

こ
れ
ら
の
篇
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
、
胡
適
氏
は
、
恵
施
・
公
孫
龍
と
同
時
期
の
「
別

墨
」
に
よ
る
製
作
と
考
え
（
「
墨
子
哲
学
」
、
『
胡
適
禅
宗
』
第
七
巻
、
安
徽
教
育
出
版

社
、
二
〇
〇
三
年
）
、
銭
穆
氏
も
そ
れ
に
賛
同
す
る
（
「
墨
子
書
的
内
容
」
、
『
墨
子
』
、

商
務
印
書
館
、
一
九
三
〇
年
）
。
一
方
、
梁
啓
超
氏
は
、
経
上
を
墨
子
の
自
著
、
経
下

は
墨
子
の
自
著
と
後
人
に
よ
る
補
填
、
説
上
下
二
篇
を
後
学
に
よ
る
補
填
と
考
え
る

（「
読
墨
経
餘
記
」
、『
墨
経
校
釈
』（
『
無
求
備
斎 

墨
子
集
成
』
七
、
成
文
出
版
社
、
一

九
七
五
年
））。
こ
こ
で
は
大
ま
か
に
、
前
四
世
紀
と
考
え
て
お
く
。 

(

26) 

高
亨
『
墨
経
校
詮
』（
科
学
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）
は
、「
㝖
」
の
誤
り
と
考
え
、

「
多
」
の
意
と
す
る
。 

(

27) 

こ
こ
に
提
示
し
た
テ
キ
ス
ト
は
畢
沅
注
本
（『
無
求
備
斎 

墨
子
集
成
』
七
（
成
文

出
版
社
、
一
九
七
五
年
）
所
収
拠
清
乾
隆
四
十
八
年
刊
影
印
本
）
に
基
づ
く
。 
(

28) 

梁
啓
超
『
墨
子
学
案
』、
商
務
印
書
館
、
一
九
二
一
年
、
一
一
頁
。 

(

29) 

同
、
七
八
頁
。 

(

30) 

「
水
土
火
」
を
、
孫
氏
は
「
木
生
火
」
の
誤
り
と
考
え
る
。 

(

31) 

「
合
之
府
水
」
を
、
孫
氏
は
「
合
之
成
水
」
の
誤
り
と
考
え
、
金
が
火
に
よ
っ
て

熔
か
さ
れ
て
液
体
に
な
る
こ
と
と
す
る
。 

(

32) 

「
木
離
木
」
を
、
孫
氏
は
「
木
離
土
」
の
誤
り
と
考
え
、
『
周
易
』
離
卦 

彖
伝
の

「
艸
木
離
乎
土
」
と
同
義
と
す
る
。
こ
れ
よ
り
前
の
「
火
離
然
」
の
「
離
」
も
、
孫
氏

は
同
彖
伝
に
基
づ
い
て
「
離
（
つ
く
）」
の
意
で
解
釈
す
る
。 

(

33) 

こ
れ
に
続
く
「
無
欲
惡
」
三
字
を
、
孫
氏
は
こ
の
節
の
末
尾
と
考
え
る
。 

(

34) 

譚
戒
甫
『
墨
辯
発
微
』、
宏
業
書
局
、
一
九
七
三
年
。 

(

35) 

譚
氏
は
「
合
」
を
「
金
」
の
誤
り
と
す
る
。
ま
た
、
二
字
あ
る
「
火
」
の
一
方
は

「
木
」
の
誤
り
と
考
え
る
。 

(

36) 

譚
氏
は
「
合
」
を
「
金
」
の
誤
り
と
す
る
。 

(

37) 

譚
氏
は
下
の
「
火
」
字
を
「
木
」
の
誤
り
と
す
る
。 

(

38) 

前
掲
注
参
照
。 

(

39) 

高
氏
は
、「
合
」「
火
」
を
「
金
」「
木
」
の
誤
り
と
し
、
ま
た
「
離
」
字
を
衍
と
見

な
す
。 

(

40) 

高
氏
は
、「
合
」
字
を
「
金
」
の
誤
り
と
見
な
す
。 

(

41) 

高
氏
は
、「
若
識
」
を
「
識
若
」
の
誤
り
と
見
な
し
、「
熾
若
」
の
意
と
す
る
。 

(

42) 

高
田
淳
氏
も
、
高
氏
の
解
釈
に
従
っ
て
訳
出
を
行
っ
て
い
る
（「
墨
経
の
思
想
―
―

経
下
・
経
説
下
に
つ
い
て
―
―
」、『
東
京
女
子
大
学
論
集
』
十
五
巻
一
号
、
一
九
六
四

年
）。 

(

43) 
た
だ
し
、
現
行
本
『
墨
子
』
の
経
下
と
経
説
下
は
、
順
番
が
一
致
し
て
は
い
な
い
。

経
と
説
と
を
対
応
さ
せ
て
解
釈
す
る
の
も
、
内
容
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
判
断
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
経
説
下
の
こ
の
文
言
が
、
果
た
し
て
本
当
に
「
五
行
毋
常

勝
」
の
解
釈
で
あ
る
か
は
、
実
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。 
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(
44) 

な
お
、『
孫
子
』
虚
実
に
も
「
五
行
無
常
勝
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。
情
勢
に
応
じ

て
用
兵
を
変
え
る
必
要
を
説
き
、
そ
の
こ
と
の
喩
え
と
し
て
「
五
行
無
常
勝
、
四
時
無

常
位
、
日
有
短
長
、
月
有
死
生
」
と
述
べ
て
い
る
。
杜
佑
は
、
「
言
五
行
更
王
、
四
時

迭
用
」
と
注
す
る
が
（
『
通
典
』
巻
一
百
六
十
一 

兵
十
四
）
、
仮
に
『
墨
子
』
と
同
じ

用
い
ら
れ
方
と
す
れ
ば
、
五
行
の
相
互
関
係
が
情
勢
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
を
意
味
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。 

(

45) 

呉
毓
江
『
墨
子
校
注
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
三
年
）
。
ま
た
、
欒
調
甫
氏
は
、
五

行
に
つ
い
て
常
勝
派
と
非
常
勝
派
の
二
派
が
あ
り
、
墨
子
は
後
者
に
属
し
た
と
考
え
る

（
「
梁
任
公
五
行
説
之
商
榷
」
、
『
古
史
辨
』
第
五
巻
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二

年
）。
高
亨
氏
も
同
様
の
説
を
述
べ
る
（『
墨
経
校
詮
』）。 

(

46) 

な
お
、『
墨
子
』
に
は
、
こ
れ
と
は
別
に
、
五
行
説
の
形
成
を
考
え
る
上
で
重
要
な

文
章
が
見
ら
れ
る
。
後
述
。 

 

二
、
時
令 

(

1) 

「
帝
臣
之
有
五
、
當
由
五
方
而
來
。
蓋
上
帝
為
人
間
中
東
南
北
五
方
之
主
宰
。
爲

帝
之
臣
者
、
遂
亦
有
五
數
。
然
則
此
即
後
世
五
行
學
説
之
濫
觴
」（
「
論
五
方
観
念
及
「
中

国
」
称
謂
之
起
源
」
、『
甲
骨
学
商
史
論
叢
』
初
集
第
二
冊
、
斉
魯
大
学
国
学
研
究
所
、

一
九
四
四
年
） 

な
お
、
丁
山
氏
は
、
こ
の
帝
五
臣
が
月
令
に
列
挙
さ
れ
る
五
方
神
（
句

芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・
玄
冥
）
で
は
な
い
か
と
い
う
（
「
帝
五
丰
臣
与
四
中
星
」
、

『
中
国
古
代
宗
教
与
神
話
考
』
、
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）。
し
か
し
、
甲
骨

文
に
は
そ
の
名
ま
で
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
方
位
や
季
節
と
の
関
連
も
未
詳
で
あ

り
、
根
拠
は
不
十
分
で
あ
る
。 

(

2) 

「
陰
陽
五
行
探
源
」（『
中
国
社
会
科
学
』
一
九
八
四
年
第
三
期
） 

(

3) 

「
五
行
説
序
説
―
―
五
材
か
ら
五
行
へ
―
―
」
（『
中
国
古
代
宗
教
史
研
究
―
―
制

度
と
思
想
』、
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
） 

(

4) 

「
四
方
風
と
五
行
思
想
」（
『
古
代
中
国
陰
陽
五
行
の
研
究
』
、
翰
林
書
房
、
一
九
九

六
年
）。 

(

5) 

同
。 

(

6) 

『
漢
書
』
巻
二
十
七
上 

五
行
志
上
「
劉
歆
以
為
、
虙
羲
氏
繼
天
而
王
、
受
河
圖
、

則
而
畫
之
、
八
卦
是
也
。
禹
治
洪
水
、
賜
雒
書
、
法
而
陳
之
、
洪
範
是
也
」 

(

7) 

夏
小
正
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
天
象
の
視
点
か
ら
い
く
つ
か
の
議
論
が
な
さ

れ
て
い
る
。
古
く
は
、
能
田
忠
亮
氏
が
、
「
（
三
月
）
參
則
伏
」
、
「
（
四
月
）
昴
則
見
」

等
の
記
事
を
紀
元
前
二
〇
〇
年
頃
、「
（
七
月
）
初
昏
織
女
正
東
郷
」「
（
十
月
）
織
女
正

北
郷
則
旦
」
等
を
紀
元
前
六
〇
〇
年
頃
の
天
象
に
よ
く
適
合
す
る
と
算
出
し
た
（
「
夏

小
正
星
象
論
」
、『
東
洋
天
文
学
史
論
叢
』、
恒
星
社
、
一
九
四
三
年
）
。
近
年
で
は
、
胡

鉄
珠
氏
が
詳
細
に
検
証
し
た
結
果
、
夏
至
に
大
火
が
昏
時
に
南
中
す
る
と
考
え
た
場
合
、

夏
小
正
の
各
記
述
が
紀
元
前
八
〇
〇
年
頃
の
星
象
と
よ
く
符
合
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
。
ま
た
夏
至
と
大
火
昏
中
と
の
前
後
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
が
夏
代
か
ら
用
い
ら
れ

て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
と
言
う
（
「《
夏
小
正
》
星
象
年
代
研
究
」
、『
自
然
科
学
史
研

究
』
二
〇
〇
〇
年
三
期
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
か
な
り
早
期
（
戦
国
期
よ
り
は
遡
る
）

の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。 

(

8) 

本
文
と
説
明
と
の
区
別
な
ど
、
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
久
保
田
剛
「
夏

小
正
に
つ
い
て
」（
『
時
令
説
の
基
礎
的
研
究
』
、
溪
水
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
詳
し
い
。 

(

9) 

共
通
の
内
容
（
正
月
の
「
獺
獸
祭
魚
」
「
鷹
則
爲
鳩
」
等
）
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。

夏
小
正
の
時
令
説
が
、
後
世
の
時
令
の
源
流
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。 

(

10) 

松
本
雅
明
氏
は
、
構
成
の
複
雑
さ
や
時
令
的
言
説
、
教
訓
的
な
内
容
、
そ
し
て
暦

法
の
問
題
か
ら
「
春
秋
中
期
に
ち
か
い
成
立
」
と
考
え
る
（
『
詩
経
諸
篇
成
立
に
関
す

る
研
究
』、
東
洋
文
庫
、
一
九
二
八
年
、
六
二
六
‐
六
三
一
頁
）。
一
方
、
孫
作
雲
氏
は
、

小
雅 

鹿
鳴
之
什 

山
車
（
孫
氏
は
こ
れ
を
宣
王
期
の
成
立
と
考
え
る
）
に
先
ん
じ
る
字

句
で
あ
る
他
、
周
公
期
の
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
点
や
、
階
級
闘
争
が
先
鋭
化
し
て
い
な

い
点
に
よ
っ
て
、
西
周
初
年
の
作
と
考
え
る
（「
読
七
月
」
、『
詩
経
与
周
代
社
会
研
究
』
、

中
華
書
局
、
一
九
六
六
年
）。
孫
氏
の
説
は
不
十
分
な
根
拠
・
憶
測
に
基
づ
い
て
お
り
、

同
意
で
き
な
い
。 

(

11) 

毛
伝
は
、
十
一
月
、
周
の
暦
の
正
月
の
こ
と
（
つ
ま
り
夏
暦
の
十
一
月
）
と
解
す
。

以
下
「
二
之
日
」「
三
之
日
」「
四
之
日
」
も
同
様
（
順
に
夏
暦
の
十
二
月
・
一
月
・
二

月
）。
一
方
、
孔
穎
達
疏
は
「
一
月
之
日
」「
二
月
之
日
」
と
解
す
。 

(

12) 

た
だ
し
、
や
は
り
夏
小
正
と
同
様
に
、
後
世
の
時
令
説
と
同
一
の
内
容
が
見
え
る
。

例
え
ば
、「
有
鳴
倉
庚
」
は
『
礼
記
』
月
令
に
も
あ
る
。 

(

13)
 

そ
の
他
、『
周
書
』
時
訓
解
も
、
五
日
ご
と
の
時
候
（
七
十
二
候
）
を
述
べ
て
お
り
、

や
は
り
五
行
へ
の
配
当
と
は
関
連
が
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
姚
際
恒
『
古
今
偽
書
考
』

は
、
こ
れ
を
漢
以
後
の
作
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
城
新
蔵
氏
が
『
周
書
』
に
見
え
る

紀
年
・
暦
日
の
考
察
か
ら
、
こ
れ
ら
を
劉
歆
以
後
の
偽
作
と
述
べ
て
い
る
（
『
東
洋
天

文
学
研
究
』、
一
九
二
八
年
、
九
二
‐
一
〇
五
頁
）。 

(

14) 
島
邦
男
「
五
行
説
の
展
開
」「
呂
氏
春
秋
十
二
紀
首
章
の
成
立
」（
『
五
行
思
想
と
礼

記
月
令
の
研
究
』、
汲
古
書
院
、
一
九
七
一
年
）、
金
谷
治
「
『
管
子
』
の
思
想
（
下
）
」

（『
管
子
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）。 
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(
15) 

久
保
田
剛
「
管
子
幼
官
篇
に
つ
い
て
」
「
管
子
四
時
篇
に
つ
い
て
」
「
管
子
五
行
篇

に
つ
い
て
」（『
時
令
説
の
基
礎
的
研
究
』、
溪
水
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。 

(

16) 
久
保
田
氏
は
更
に
、
幼
官
が
十
二
日
ご
と
の
時
節
を
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の

数
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
考
え
る
。
春
に
は
八
時
節
、
夏
に
は
七
時
節
、
秋
に
は
九

時
節
、
冬
に
は
六
時
節
、
計
三
十
時
節
三
百
六
十
日
、
こ
れ
が
ま
さ
し
く
「
春
―
―
八
、

夏
―
―
七
、
秋
―
―
九
、
冬
―
―
六
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

現
行
本
で
は
秋
に
八
時
節
、
冬
に
七
時
節
で
あ
る
（
久
保
田
氏
は
「
一
項
目
の
誤
入
の

結
果
そ
う
な
っ
た
」
と
考
え
る
）。 

(

17) 

島
邦
男
氏
は
「
四
時
―
→
幼
官
」
の
順
と
考
え
、
金
谷
治
氏
は
「
幼
官
―
→
四
時
」

の
順
と
考
え
る
。
金
谷
氏
は
五
行
の
順
序
に
つ
い
て
考
察
し
、
「
土
・
木
・
火
・
金
・

水
」
と
い
う
幼
官
よ
り
も
、
十
干
と
結
び
つ
け
た
上
で
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
と

し
た
四
時
篇
の
方
が
「
も
は
や
そ
れ
以
外
に
は
動
か
し
に
く
い
位
置
」
で
あ
り
「
五
行

説
と
の
接
合
の
問
題
点
を
よ
く
考
え
」
て
お
り
、
一
歩
進
ん
で
い
る
と
考
え
る
。
一
方
、

島
氏
の
説
は
、
四
時
篇
を
祖
本
と
子
本
と
に
分
け
、
十
干
と
の
結
合
箇
所
を
後
世
の
付

加
（
子
本
）
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
島
氏
の
説
は
、
裏
を
返
せ
ば
、

四
時
篇
を
祖
本
と
子
本
と
に
分
け
ず
に
一
篇
と
考
え
た
場
合
、
幼
官
・
四
時
両
篇
に
前

後
を
考
え
る
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
金
谷
氏
の
説
に
も
問
題
が
あ

る
。
金
谷
氏
は
「
幼
官
篇
の
場
合
に
は
、
明
堂
の
図
型
の
中
央
の
記
事
が
、
そ
れ
を
文

章
と
し
て
横
に
ひ
ろ
げ
た
場
合
に
最
初
に
お
か
れ
た
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
不
安

定
な
要
素
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
の
不
確
実
さ
が

あ
る
」
と
言
う
が
、
十
干
と
五
行
と
の
結
合
は
既
に
『
左
伝
』
に
見
え
（
前
節
を
参
照
）、

四
時
篇
の
新
し
さ
を
示
す
根
拠
と
し
て
充
分
で
は
な
い
。
ま
た
、
『
管
子
』
に
は
、
ほ

ぼ
同
じ
文
面
か
ら
な
る
幼
官
図
篇
が
あ
り
、
幼
官
篇
は
当
初
、
図
と
し
て
伝
わ
っ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
。
現
行
本
の
順
に
な
っ
た
の
は
、
本
来
図
で
あ
っ
た
も
の
を
「
横
に

ひ
ろ
げ
た
」
時
で
あ
り
、
そ
れ
は
幼
官
の
テ
キ
ス
ト
が
成
立
し
た
時
だ
っ
た
と
は
限
ら

な
い
。
こ
れ
ら
の
篇
の
前
後
を
考
え
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
資
料
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
井
上
聡
氏
は
、
幼
官
篇
が
殷
代
の
東
北
重
視
を
、
四
時
篇
が
周
代
の
西
南
重
視

を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
（
「
四
方
風
と
五
行
思
想
」
、
前
掲
）
。
し
か
し
、
殷
人
が

巨
大
墓
所
を
造
る
際
に
東
北
を
重
ん
じ
た
こ
と
と
幼
官
篇
が
中
央
を
四
方
よ
り
先
に

挙
げ
た
こ
と
と
を
関
連
づ
け
る
論
法
に
は
、
や
や
無
理
が
あ
り
、
や
は
り
論
拠
が
不
足

し
て
い
る
。 

(

18) 

十
干
を
五
行
と
対
応
さ
せ
る
考
え
方
は
『
左
伝
』
に
見
え
（
前
節
を
参
照
）、
ま
た

四
方
と
対
応
さ
せ
る
考
え
方
は
『
墨
子
』
貴
義
に
見
え
る
。 

子
墨
子
北
之
齊
、
遇
日
者
。
日
者
曰
、
帝
以
今
日
殺
黒
龍
於
北
方
。
而
先
生
之
色

黑
、 

可
以
北
。
子
墨
子
不
聴
、
遂
北
而
反
焉
。
日
者
曰
、
我
謂
先
生
不
可
以
北
。

子
墨
子
曰
、
南
之
人
不
得
北
、
北
之
人
不
得
南
、
其
色
有
黑
者
、
有
白
者
、
何
故

皆
不
遂
也
。
且
帝
以
甲
乙
殺
青
龍
於
東
方
、
以
丙
丁
殺
赤
龍
於
南
方
、
以
庚
辛
殺

白
龍
於
西
方
、
以
壬
癸
殺
黑
龍
於
北
方
。
若
用
子
之
言
、
則
是
禁
下
行
者
也
。
是

圍
心
而
虚
天
下
也
。
子
之
言
、
不
可
用
也 

四
時
篇
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
を
四
季
に
関
連
づ
け
て
、
時
令
の
中
に
取
り
込
ん
だ
こ
と

と
謂
え
る
。
な
お
、『
鶡
冠
子
』
天
権
に
は
、
「
左
木
、
右
金
、
前
火
、
後
水
、
中
土
」

「
春
用
蒼
龍
、
夏
用
赤
鳥
、
秋
用
白
虎
、
冬
用
玄
武
」
と
い
っ
た
文
言
が
見
え
る
。
こ

れ
は
、
幼
官
や
四
時
等
の
時
令
に
於
い
て
五
行
・
五
色
・
五
方
・
四
季
の
関
連
付
け
が

な
さ
れ
た
後
の
説
で
あ
ろ
う
。 

(

19) 

こ
れ
ら
の
篇
が
い
つ
頃
の
成
立
な
の
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
と
し

ば
し
ば
比
較
さ
れ
る
の
が
、
前
三
〇
〇
年
前
後
の
も
の
と
さ
れ
る
子
弾
庫
楚
墓
か
ら
出

土
し
た
帛
書
で
あ
る
。
こ
の
楚
帛
書
で
は
、
四
木
と
十
二
神
が
描
か
れ
、
中
央
に
は
四

時
の
発
祥
の
神
話
や
時
宜
を
守
る
こ
と
の
重
要
性
が
語
ら
れ
、
上
下
左
右
に
は
三
ヶ
月

ご
と
の
時
令
が
記
さ
れ
て
い
る
。
四
方
・
四
時
の
観
念
は
明
確
だ
が
、
中
央
に
は
何
か

の
配
当
や
時
令
と
い
っ
た
事
柄
は
見
ら
れ
ず
、
五
行
説
と
し
て
は
未
発
達
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
幼
官
・
四
時
よ
り
も
五
行
説
の
影
響
が
浅
い
段
階
と
考
え
ら
れ
る
。
饒
宗
頤
・

曾
憲
通
『
楚
帛
書
』（
中
華
書
局
香
港
分
局
、
一
九
八
五
年
）
、
李
零
『
長
沙
子
弾
庫
戦

国
楚
帛
書
研
究
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
、
金
谷
治
「
陰
陽
五
行
説
の
成
立
」」（『
中

国
古
代
の
自
然
観
と
人
間
観
（
金
谷
治
中
国
思
想
論
集 

上
巻
）
』
、
平
河
出
版
社
、
一

九
九
七
年
）、
李
零
「
楚
帛
書
与
日
書
：
古
日
者
之
説
」（
『
中
国
方
術
考
』（
修
訂
本
）
、

東
方
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
、
森
和
「
子
弾
庫
楚
帛
書
に
お
け
る
五
行
説
と
宗
教
的

職
能
者
」（
『
史
観
』
第
百
五
十
七
冊
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。
同
時
期
に
異
な
る
段

階
の
説
が
並
存
し
た
可
能
性
や
地
域
差
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
幼
官
篇
・
四
時
篇
が
楚

帛
書
の
書
か
れ
た
年
代
よ
り
も
遡
ら
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
り
あ

え
ず
本
論
で
は
こ
れ
ら
の
篇
を
概
ね
前
四
世
紀
後
半
か
ら
前
三
世
紀
頃
と
し
て
考
え

る
。 

(
20) 
『
淮
南
子
』
時
則
訓
と
『
白
虎
通
義
』
五
祀
は
、
い
ず
れ
も
季
夏
六
月
を
土
に
当

て
る
。
な
お
、
『
白
虎
通
義
』
五
行
に
は
、
四
季
の
後
の
十
八
日
間
を
土
に
当
て
る
、

別
の
区
分
法
も
見
え
る
。 

(

21) 

『
史
記
』
巻
八
十
五 

呂
不
韋
列
伝
。
ま
た
、
『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
の
末
尾
に
は

「
序
意
」
と
題
す
る
序
文
が
付
せ
ら
れ
、
そ
の
冒
頭
に
「
維
秦
八
年
、
歳
在
涒
灘
」
と
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あ
り
、
前
二
四
一
年
の
執
筆
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
十
二
紀
に
は
「
大
尉
」
と
い
う

秦
漢
期
の
官
名
が
見
え
る
他
、
孟
冬
を
年
始
と
す
る
記
述
が
あ
り
（
秦
は
孟
冬
十
月
を

年
始
と
し
た
）
、
こ
れ
は
秦
に
於
い
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
の
傍
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

孔
穎
達
は
、
秦
が
十
月
を
歳
首
と
し
た
の
は
天
下
統
一
後
、
つ
ま
り
呂
不
韋
の
死
後
で

あ
る
こ
と
を
論
拠
に
、
十
二
紀
・
月
令
は
呂
不
韋
が
秦
の
暦
を
参
照
し
て
編
纂
し
た
も

の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
主
張
す
る
（『
礼
記
正
義
』
月
令
疏
）
。
し
か
し
、
七
国
統
一

前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
睡
虎
地
秦
墓
出
土
竹
簡
『
日
書
』
に
は
、
一
年
十
二
ヶ
月
に

つ
い
て
の
記
述
を
十
月
か
ら
始
め
る
例
が
い
く
つ
か
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
天
下
統
一

以
前
か
ら
十
月
を
一
年
の
始
ま
り
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
従
っ
て
、

孔
疏
に
よ
る
批
判
は
不
適
当
で
あ
る
。 

(

22) 

祝
融
・
土
后
は
『
管
子
』
五
行
に
「
六
相
」
と
し
て
見
え
る
。
祝
融
は
、
子
弾
庫

出
土
楚
帛
書
に
登
場
し
、
『
山
海
経
』
海
外
南
経
で
は
獣
身
人
面
の
神
と
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
蓐
収
は
、
『
国
語
』
晋
語
二
で
は
人
面
・
白
毛
・
虎
爪
の
刑
神
と
し
て
登
場
す

る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
五
神
の
内
訳
・
配
当
か
ら
考
え
る
に
、
『
左
伝
』
昭
公
二
十
九

年
に
見
え
る
伝
説
に
由
来
す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。 

(

23) 

王
孝
廉
氏
は
、
少
皥
に
太
陽
神
的
性
格
を
見
出
し
、
太
皥
が
昇
日
で
あ
る
の
に
対

し
、
少
皥
は
落
日
に
当
た
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
太
陽
の
沈
む
方
角
で
あ
る
西
に

割
り
当
て
ら
れ
た
と
見
な
す
（
「
夢
与
真
実
―
―
古
代
的
神
話
」
、
邢
義
田
主
編
『
永
恒

的
巨
流
』、
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
八
一
年
）
。
少
皥
を
西
方
の
神
と
す
る
考
え
方

は
古
く
、
秦
の
襄
公
が
自
ら
の
封
地
が
西
辺
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
主
少
皥
之
神
（
少
皥

の
神
の
祭
祀
を
つ
か
さ
ど
る
）
」
と
自
認
し
、
西
畤
を
造
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る(

『
史

記
』
巻
二
十
八 

封
禅
書)

。 
 

三
、
鄒
衍
の
五
徳
終
始
説 

(

1) 

『
毛
詩
』
の
大
雅
に
は
見
え
な
い
。
ま
た
、
三
家
詩
に
こ
の
句
が
あ
っ
た
と
い
う

説
も
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、『
毛
詩
』
大
雅
の
中
で
は
、
文
王
之
什 

思
斉
「
刑
于
寡

妻
、
至
于
兄
弟
、
以
御
于
家
邦
」
が
比
較
的
近
い
意
味
を
有
し
て
い
る
。『
毛
詩
正
義
』

は
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
正
己
身
以
及
天
下
之
身
、
正
己
妻
以
及
天
下
之
妻
、
正
己
之
兄

弟
以
及
天
下
之
兄
弟
…
…(

中
略)

…
…
又
能
爲
政
治
於
家
邦
、
使
之
皆
如
己
也
」
と
言

っ
て
い
る
。 

(

2) 

顧
頡
剛
は
、
魏
の
恵
王
は
年
代
が
著
し
く
異
な
る
こ
と
か
ら
、「
梁
恵
王
」
に
つ
い

て
は
孟
子
の
故
事
と
混
同
し
た
も
の
と
考
え
る
（
「
五
徳
終
始
説
下
的
政
治
和
歴
史
」
、

『
古
史
辨
』
第
五
冊
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
。
孟
子
と
混
同
し
た
と
言

い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
後
孟
子
」
と
い
う
記
述
や
燕
昭
王
・
平
原
君
の
年
代

と
比
較
し
て
考
え
る
に
、
や
は
り
「
梁
恵
王
」
は
何
ら
か
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。 

(

3) 

た
だ
し
、
栗
原
朋
信
氏
・
鎌
田
重
雄
氏
は
こ
れ
ら
を
漢
人
の
捏
造
と
い
う
。
栗
原

朋
信
「
秦
水
徳
説
の
批
判
」（
『
秦
漢
史
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）、
鎌

田
重
雄
「
秦
三
十
六
郡
」
（
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
、
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六

二
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
睡
虎
地
秦
墓
出
土
竹
簡
『
日
書
』
に
は
十
月
か
ら
始
ま
る
記

述
が
散
見
し
、
七
国
統
一
以
前
か
ら
秦
が
十
月
を
年
始
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
仮
に
封
禅
書
の
記
事
が
漢
人
の
捏
造
で
あ
る
と
し
て
も
、
遅
く
と
も
前
漢
武

帝
期
ま
で
の
間
に
こ
の
よ
う
な
言
説
が
な
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
本
節
で
示
し
た
、
戦
国
晩
期
か
ら
秦
漢
期
に
か
け
て
、
五
徳
終
始
説
が
時
令

説
の
五
行
的
要
素
を
吸
収
し
、
そ
の
説
を
拡
充
さ
せ
た
と
い
う
筆
者
の
考
え
を
変
え
る

必
要
は
無
い
。 

(

4) 

例
え
ば
、
童
書
業
「
五
行
説
起
源
的
討
論
」
（『
古
史
辨
』
第
五
冊
、
上
海
古
籍
出

版
社
、
一
九
八
二
年
）、
徐
文
珊
「
儒
家
和
五
行
的
関
係
」（
同
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

(

5) 

龐
朴
「
思
孟
五
行
新
考
」（
『
帛
書
五
行
篇
研
究
』、
斉
魯
書
社
、
一
九
八
〇
年
）
を

参
照
。 

(

6) 

た
だ
し
、
郭
店
楚
墓
の
下
葬
年
代
を
「
戦
国
中
期
偏
晩
」
と
見
な
す
学
界
の
傾
向

に
対
し
て
、
池
田
知
久
氏
等
は
疑
義
を
唱
え
（
池
田
知
久
・
近
藤
浩
之
・
李
承
律
「
序

文
」
、『
郭
店
楚
簡
儒
教
研
究
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）、
内
容
の
研
究
か
ら
、『
五

行
』
の
成
立
年
代
を
荀
子
以
後
と
考
え
る
（
「
郭
店
楚
簡
『
五
行
』
の
研
究
」
、
『
郭
店

楚
簡
儒
教
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
推
定
に
従
え
ば
、

『
五
行
』
に
列
挙
さ
れ
る
「
仁
・
義
・
礼
・
知
・
聖
」
は
、
必
ず
し
も
「
思
孟
五
行
」

の
「
五
行
」
と
は
断
定
し
得
な
い
。 

(

7) 

た
だ
し
、
池
田
知
久
氏
は
、「
経
」
が
先
に
成
立
し
て
「
説
」
が
そ
れ
よ
り
後
に
制

作
さ
れ
た
と
は
考
え
ず
、
単
に
「
説
」
が
出
土
し
な
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
（
「
郭

店
楚
簡
『
五
行
』
の
研
究
」、
前
出
）。 

(

8) 

「
□
□
」
よ
り
「
之
行
」
ま
で
の
十
六
字
を
帛
書
は
欠
く
。 

(
9) 

池
田
知
久
氏
は
、『
五
行
』
と
「
思
孟
五
行
」
と
の
関
係
に
懐
疑
的
な
態
度
を
取
り
、

両
者
を
結
び
付
け
て
考
え
る
諸
説
を
批
判
し
て
い
る
（「
『
馬
王
堆
漢
帛
書
五
行
篇
』
の

成
書
年
代
と
そ
の
作
者
」
、
『
馬
王
堆
漢
帛
書
五
行
篇
研
究
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三

年
）。
池
田
氏
自
身
は
、『
五
行
』
に
は
荀
子
説
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
と
し
、
生
来

の
「
徳
」
と
い
う
先
天
性
（「
天
道
」
）
を
重
視
す
る
孟
子
学
派
の
思
想
と
、
そ
れ
を
拡

充
し
て
実
現
し
て
行
く
後
天
性
（
「
人
道
」
）
を
重
視
す
る
荀
子
学
派
の
思
想
と
を
折
衷
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す
る
学
派
に
よ
る
制
作
と
考
え
る
（「
郭
店
楚
簡
『
五
行
』
の
研
究
」、
前
出
）。
ま
た
、

渋
谷
由
紀
氏
も
、『
孟
子
』
と
『
五
行
』
と
の
思
想
的
差
異
に
つ
い
て
指
摘
し
、『
五
行
』

の
内
容
を
思
孟
学
派
の
説
と
認
定
す
る
考
え
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
（「
郭
店
楚
簡
《
五

行
》
と
『
孟
子
』
に
見
ら
れ
る
「
道
」
の
思
想
に
つ
い
て
」、『
後
漢
経
学
研
究
会
論
集
』

第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
）。
一
方
、
末
永
高
康
氏
は
、『
五
行
』
を
子
思
の
学
派
に
よ
る

学
説
と
み
な
し
、
帛
書
『
五
行
』
の
「
説
」
部
分
も
孟
子
も
し
く
は
そ
の
影
響
を
受
け

た
人
物
に
よ
る
作
品
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
『
五
行
』
の
成
立
は
孟
子
に
先
行
す
る
と

見
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
末
永
氏
に
拠
れ
ば
、
孟
子
は
『
五
行
』
の
思
想
的
影
響
を
強

く
受
け
た
が
、
「
不
動
心
」
の
発
見
以
後
に
『
五
行
』
か
ら
離
れ
、
独
自
の
学
説
を
発

展
さ
せ
て
行
っ
た
。
そ
の
た
め
に
『
孟
子
』
と
『
五
行
』
と
の
相
違
が
生
じ
た
と
言
う

（「『
孟
子
』
と
『
五
行
』」、『
中
国
思
想
研
究
』
第
三
十
四
号
、
二
〇
一
三
年
）。 

(

10) 

「
陰
陽
五
行
小
識
」、『
人
文
科
学
』
第
三
号
、
一
九
九
八
年
。 

 

四
、
日
書 

(

1) 

九
店
楚
墓
出
土
竹
簡
『
日
書
』
な
ど
、
楚
簡
に
も
『
日
書
』
は
あ
る
が
、
秦
簡
の

よ
う
に
整
備
さ
れ
た
五
行
説
は
見
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。 

(

2) 

た
だ
し
、
現
存
す
る
日
者
列
伝
は
褚
少
孫
が
補
っ
た
篇
と
さ
れ
て
い
る
。
張
守
節

『
史
記
正
義
』
巻
一
百
二
十
八 

亀
策
列
伝 

注
「
史
記
至
元
成
間
、
十
篇
有
録
無
書
。

而
禇
少
孫
補
景
武
紀
・
将
相
年
表
・
禮
書
・
樂
書
・
律
書
・
三
王
世
家
・
蒯
成
侯
・
日

者
・
龜
策
列
傳
。
日
者
・
龜
策
、
言
辭
最
鄙
陋
、
非
太
史
公
之
本
意
也
」 

(

3) 

例
え
ば
、
白
起
抜
郢
の
直
前
頃
（
前
三
世
紀
前
半
）
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る

九
店
楚
簡
『
日
書
』
に
は
、「
…
…(

欠
落) 

…
…
甲
乙
丙
丁
不
吉
、
壬
癸
吉
、
庚
辛
城(

成)

日
。
…
…(

欠
落) 

…
…
丙
丁
庚
辛
不
吉
、
甲
乙
吉
、
壬
癸
城(

成)

日
。
凡
秋
三
月
、
庚

辛
壬
癸
不
吉
、
丙
丁
吉
、
甲
乙
城(

成)

日
。
凡
冬
三
月
、
壬
癸
甲
乙
不
吉
、
庚
辛
吉
、

丙
丁
城(

成)

日
」
と
い
う
文
言
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
図
式
と
考
え
ら
れ
る
。 

・
春
（
東
）
―
→
庚
辛
（
西
）
が
成
日 

・
夏
（
南
）
―
→
壬
癸
（
北
）
が
成
日 

・
秋
（
西
）
―
→
甲
乙
（
東
）
が
成
日 

・
冬
（
北
）
―
→
丙
丁
（
南
）
が
成
日 

い
ず
れ
も
真
逆
の
方
位
に
当
た
る
十
干
を
成
日
と
し
て
お
り
、
こ
こ
に
「
土
」
や
「
戊
・

己
」（
＝
中
央
）
と
い
う
要
素
が
入
る
余
地
は
無
い
。 

(

4) 

劉
楽
賢
「
睡
虎
地
秦
簡
《
日
書
》
的
内
容
与
性
質
」
（『
睡
虎
地
秦
簡
日
書
研
究
』
、

文
津
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。
た
だ
し
、
下
葬
年
代
は
七
国
統
一
後
で
あ
る
。

「
出
版
説
明
」（『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』、
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。 

(

5)
 

「
甲
乙
木
、
二 

勝
土
」
が
見
え
な
い
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
第
七
十
八
簡
の
破
損
部 

分
に
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

(

6) 

三
合
と
は
、
木
・
火
・
金
・
水
が
十
二
支
の
ど
こ
で
「
生
」
じ
、
ど
こ
で
「
壮
」

と
な
り
、
ど
こ
で
「
老
」
と
な
る
か
を
割
り
当
て
る
こ
と
。
放
馬
灘
秦
墓
出
土
竹
簡
『
日

書
』
第
七
十
三
簡
弐
‐
第
七
十
六
簡
弐
に
「
火
、
生
寅
、
壯
午
、
老
戌
。
金
、
生
巳
、

壯
酉
、
老
丑
。
火
、
生
申
、
壯
子
、
老
辰
。
火
、
生
亥
、
壯
卯
、
老
未
」
と
あ
り
、
よ

り
明
確
に
三
合
を
説
い
て
い
る
。 

(

7) 

工
藤
元
男
氏
は
『
日
書
』
甲
種
の
「
病
」
の
占
法
に
、
五
行
相
勝
、
更
に
は
五
行

相
生
の
関
係
を
見
出
す
。「
病
」
の
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

 

甲
乙
有
疾
…
…(

中
略) 

…
…
戊
己
病
、
庚
有
□
、
辛
酢
。
若
不
□
、
煩
居
東
方
、

歳
在
東
方
、
青
色
死
。 

丙
丁
有
疾
…
…(

中
略) 

…
…
庚
辛
病
、
壬
有
間
、
癸
酢
。
若
不
酢
、
煩
居
南
方
、

歳
在
南
方
、
赤
色
死
。 

戊
己
有
疾
…
…(

中
略) 

…
…
壬
癸
病
、
甲
有
間
、
乙
酢
。
若
不
酢
、
煩
居
邦
中
、

歳
在
西
方
、
黄
色
死
。 

庚
辛
有
疾
…
…(

中
略) 

…
…
甲
乙
病
、
丙
有
間
、
丁
酢
。
若
不
酢
、
煩
居
西
方
、

歳
在
西
方
、
白
色
死
。 

壬
癸
有
疾
…
…(

中
略) 

…
…
丙
丁
病
、
戊
有
間
、
己
酢
。
若
不
酢
、
煩
居
北
方
、

歳
在
北
方
、
黒
色
死
。 

工
藤
氏
に
よ
れ
ば
、「
甲
乙
有
疾
―
→
戊
己
病
」「
丙
丁
疾
―
→
庚
辛
病
」
や
「
壬
有
間
、

癸
酢
―
→
若
不
酢
、
煩
居
南
方
」
「
甲
有
間
、
乙
酢
―
→
若
不
酢
、
煩
居
邦
中
」
に
五

行
相
勝
の
関
係
が
、「
庚
辛
病
―
→
壬
有
間
、
癸
酢
」
「
壬
癸
病
―
→
甲
有
間
、
乙
酢
」

や
「
甲
乙
有
疾
―
→
丙
丁
有
疾
」
「
戊
己
病
―
→
庚
辛
病
」
に
五
行
相
生
の
関
係
が
あ

る
と
い
う
（
「
睡
虎
地
秦
簡
「
日
書
」
に
お
け
る
病
因
論
と
鬼
神
の
関
係
に
つ
い
て
」
、

『
東
方
学
』
第
八
十
八
輯
、
一
九
九
四
年
）。 

し
か
し
、「
甲
乙
有
疾
―
→
戊
己
病
」
「
壬
有
間
、
癸
酢
―
→
若
不
酢
、
煩
居
南
方
」

「
庚
辛
病
―
→
壬
有
間
、
癸
酢
」
と
い
っ
た
「
縦
」
の
関
係
は
、
単
に
日
数
の
経
過
を

示
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
（
発
病
（
「
疾
」
）
―
→
四
、
五
日
後
に
悪
化
（
「
病
」）
―

→
一
、
二
日
後
に
小
康
を
得
る
（「
間
」
）
―
→
翌
日
に
祭
祀
を
行
う
（
「
酢
」）
必
要
が

あ
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
）
、
必
ず
し
も
五
行
の
相
勝
・
相
生
に
基
づ
く
と
は
断

定
で
き
な
い
。
ま
た
、「
甲
乙
有
疾
―
→
丙
丁
有
疾
」「
戊
己
病
―
→
庚
辛
病
」
等
の
「
横
」
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の
関
係
は
、
十
干
の
順
に
従
っ
て
文
章
を
並
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
必
然
的
な
帰
着
で

あ
り
、
こ
こ
に
相
生
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

(

8) 
『
新
亜
書
院
学
術
年
刊
』
第
十
四
期
、
一
九
七
二
年
。 

(

9) 
饒
氏
は
「
日
」
字
を
「
白
」
と
見
な
す
。 
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